
和議第４１号   

 

「新型コロナウイルス」ワクチン接種に関する意見書（案） 

 

「新型コロナウイルス」ワクチンの医療従事者等に対する優先接種が開始さ

れた。また、４月１２日からは、高齢者に対する優先接種が開始される予定で

ある。 

ワクチン接種は、我が国にとって新型コロナウイルス感染症を克服するため

の大きな切り札となる大事業である。 

かつてない大規模な接種を円滑に進めるためには、接種場所や接種に必要な

医療従事者等人材の確保など、事前の準備を計画的に進めなければならない。 

そのためには、いつ、どの程度の量のワクチンが供給されるのか、事前に把握

し、その供給に対応した接種体制を構築する必要がある。 

よって、政府におかれては、下記の項目について確実に対処されるよう要望

する。 

 

記 

 

１ 医療従事者等に対する優先接種については、第１弾として本県には３月６

日からワクチン配送が始まったが、本県の医療従事者等に必要なワクチン量

の２０％程度であり全く不足している。 

国においては、都道府県に対し必要なワクチンを配送すること。 

また、具体的な配分量や配送スケジュールを早期に示すこと。 

   

２ 高齢者の優先接種については、全国で３６００万人、本県では約３１万人

の接種対象者を予定している。 

国は、高齢者用ワクチンの今後の供給見通しとして、４月５日の週から４

月１９日の週において、段階的に出荷を開始することとしているが、その数

量は極めて限定的であり、以降の具体的なスケジュールは示されていない。 

国においては、各市区町村において円滑に接種が可能となる十分なワクチ

ンを確保するとともに、具体的な配分量や配分スケジュールを早期に示すこ

と。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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